
令和８年度徳島市住宅リフォーム支援事業補助金について 

定住、移住及び子育てしやすい住まいづくりを支援することで、良好な住環境の整備を促進す

るとともに、空き家の増加を抑制するため、徳島市内の施工業者に依頼して、現に所有し居住す

る既存住宅の住環境の維持・向上を目的としてリフォーム工事を行う場合に、その経費の一部を

補助します。 

補助対象者 

対象住宅 

以下の全てに該当する人・住宅 

●リフォーム工事を行う住宅が徳島市内の居住用住宅であること。 

●工事の依頼主（施主）である人。 

●工事を行う住宅の登記簿上の所有者であり、当該住宅の所在地に住民登録を

している人。 

又は、この補助金の実績報告を行う日までにこれらの条件を満たす人。 

●徳島市税（市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税など）の滞納がな

い人。 

●過去５年以内（令和３年度以降）に同一住宅で徳島市住宅課が実施した「住

宅リフォーム支援事業補助金」又は「新生活様式対応住宅リフォーム支援事

業補助金」の交付を受けていないこと。 

・当該住宅が共有名義（所有者が複数）の場合は、所有者のうち 1人（申請者）

に補助します。 

・分譲マンションなどの共同住宅は専有部分のみが補助対象（共用部分は補助

対象外）。 

・店舗・事務所等との併用住宅は、居住に使用している部分のみが補助対象。 

・次の建物は、補助対象外です。 

未登記の住宅、法人が所有する住宅、事業で使用している建物（店舗、事務

所、工場など）、賃貸住宅 
 

対象工事 

以下の全てに該当する工事 

●「徳島市内に本店を有する法人」又は「徳島市内に住所を有する個人の施工

業者」に依頼して行う工事 

●補助対象となる工事費用が５０万円以上（消費税及び地方消費税を除く税抜

き金額）の工事 

●この補助金の交付決定後に着手する工事 

●令和９年３月１日までに、この補助金の実績報告書の提出ができる工事 

●補助対象工事の具体例は別紙参照のこと 

 

申請区分 

 
申請区分 説明 

区分Ａ 市内に住所を有する者で自己の所有する住宅の長寿命化を図る

ためにリフォーム工事をしようとする場合 

区分Ｂ 「徳島市立地適正化計画」で定める居住促進区域に移住し、こ

の補助金の実績報告の日から３年以上定住する者で、当該区域

内に存在する中古住宅を自己が居住する目的で令和７年４月１

日以降に購入しリフォーム工事をしようとする場合 

区分Ｃ 「徳島市中心市街地活性化基本計画」で定める中心市街地の区

域内にある「徳島市立地適正化計画」で定める居住促進区域に

移住し、この補助金の実績報告の日から３年以上定住する者で、

当該区域内に存在する中古住宅を自己が居住する目的で令和７

年４月１日以降に購入しリフォーム工事をしようとする場合 
 



 

 

補助金額 

 

申請区分 補助金額及び上限額 

区分Ａ 補助対象工事費(消費税及び地方消費税を除く)の１２パーセン

トにあたる額。（千円未満は切り捨て） 

ただし、補助金額は１２万円を上限とします。 

区分Ｂ 補助対象工事費(消費税及び地方消費税を除く)の２０パーセン

トにあたる額。（千円未満は切り捨て） 

ただし、補助金額は２０万円を上限とします。 

区分Ｃ 補助対象工事費(消費税及び地方消費税を除く)の３０パーセン

トにあたる額。（千円未満は切り捨て） 

ただし、補助金額は３０万円を上限とします。 
 

 

補助金交付 

事前申込み 

■申込方法 

事前申込書に必要事項を記入し、下記の受付期間内に提出してください。 

（同居親族以外の者に事前申込書の提出を依頼する場合は、委任状の提出が

必要です。） 

事前申込みが市の予算枠に達しなかった場合は、後日に適当な期間を設けて

再度申込みを受付けます。 

■事前申込書の入手方法 

補助金交付の事前申込書は令和８年４月１７日(金)から配布します。 

配付場所：徳島市役所本館４階住宅課、徳島市の各支所 

徳島市の公式ホームページからもダウンロードできます。 

■事前申込書の受付期間 

 令和８年５月７日（木）から６月３日（水）まで 

■事前申込書の受付場所・受付時間 

 徳島市役所本館４階 住宅課窓口 

 平日のみ 受付時間は８時３０分から１７時まで 

 郵送提出も可能（受付最終日の消印まで有効） 

(注意)事前申込書に記入した補助金交付申請額は、申込書提出後に増額するこ

とはできません。 

 

  



事前申込みから補助金受領までの手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前申込書 提出 事前申込書 受付 

抽  選 

６／１２（金） 
抽選結果 受取 

交付決定通知書 送付 交付決定通知書 受取 

工 事 着 工 

実績報告書 提出 実績報告書 受付 

交付確定通知書 送付 交付確定通知書 受取 

補助金請求書 提出 補助金請求書 受付 

補助金を口座振込 補助金を受領 

住宅課窓口へ 

事前申込みの受付期間 

５／７（木）～６／３（水） 

郵 送 

交付申請書類 提出 

当選者のみ 

住宅課窓口へ 交付申請書類 受付 

交付申請の受付期限 

７／２４（金）まで 
審査 

約１０日 

郵 送 

工事完了後 

住宅課窓口へ 

実績報告の受付期限 

３／１（月）まで 

審査 

約１０日 

郵 送 

郵 送 

約１か月 

（



 

公開抽選会 

事前申込額が補助金の募集枠を超えた場合は、公開抽選会を実施して当選者

を決定します。 

当選者の決定にあたっては、申請区分 Cを最優先とし、以下、申請区分 B、申請

区分 Aの順で優先することとします。 

公開抽選実施日  令和８年６月１２日（金） 

事前申込額が募集枠に満たない場合は、事前申込者全員を当選者とします。 

抽選結果は（抽選会が行われなかった場合も）、全ての事前申込者に通知します。 

当選された人 

・補助金の交付申請をしていただきます。 

・補助金交付申請書等の様式は、抽選結果の通知に同封して送付します。 

補欠について 

・当選者の辞退等により予算が余る場合を想定し、抽選会で当選者決定後に補

欠者（３０人まで）の抽選を行い、補欠順位を付番します。 

・当選者の辞退等が発生した場合、予算の範囲内で補欠順位第１位の人から順

番に繰上当選とし、該当者に交付申請に必要な書類を送付します。 

・繰上当選時の注意事項を抽選結果の通知に記載しておりますので、必ずお読

みください。なお、繰上当選時に既に着工している工事は、補助対象になり

ません。 

 

交付申請 

事前申込者のうち抽選で当選された方は、次の要領で交付申請書類を提出して

いただきます。 

■交付申請に必要な書類 

①交付申請書（様式第２号） 

②改修計画書（様式第３号）及び施工予定箇所を明示した図面 

③建物の所有権を証明できる書類の写し 

令和８年度固定資産税・都市計画税の納税通知書及び課税明細書 

必要に応じ、次の書類の提出を求める場合があります 

令和８年度固定資産税評価証明書（有料） 

建物登記事項証明書（有料） 

④工事見積書の写し（宛名が申請者のフルネームであること） 

仕様等を含めた内訳明細書を添付されていること。補助対象外工事がある

場合は、補助対象工事と補助対象外工事を分けて記載されていること。 

⑤建物の全景写真（２方向以上）及び施工予定箇所の現況写真 

⑥施工業者の本店の所在地が市内にあることがわかる書類の写し 

法人（会社組織）の場合は、法人登記の登記事項証明書 

個人事業主の場合は、事業主の住民票 

⑦建物の共有名義者の同意書〔建物が共有名義所有の場合〕 

⑧令和７年４月１日以降に締結された建物売買契約書の写し 

〔区分 B又は区分 Cで申請される方のみ〕 

⑨その他市長が特に必要と認める書類 

  



 

住宅課以外

の補助事業

について 

徳島市では、次のとおり耐震化工事やバリアフリー化工事などの補助事業を

行っています。これらの補助金の交付を受ける人は、本事業の補助の対象と重

複しないようご注意ください。各事業の担当は次のとおりです。 

①既存木造住宅耐震化促進事業    建築指導課  TEL(088)621-5272 

②高齢者住宅改造費助成事業     高齢介護課  TEL(088)621-5176 

③住宅改修費給付事業・重度身体障害者住宅改造費助成事業 

                  障害福祉課  TEL(088)621-5177 

④浄化槽設置推進事業（公共下水道認可区域を除く） 

                  環境保全課  TEL(088)621-5213 

 

注意事項 

■書類を郵送で提出する場合は、簡易書留等の記録の残る方法で送付してくだ

さい。 

■補助金交付申請書類提出後、徳島市住宅課から補助金交付決定通知書が届く

まで工事に着手しないでください。 

■工事完了後の実績報告書は令和９年３月１日（月）までに提出してください。 

■自己が所有し居住する住宅のリフォーム工事であることが確認できない場合

は、補助金の交付決定を取り消すことがあります。 

 

お問い合わ

せ先・書類の

提出先 

〒７７０－８５７１ 

徳島市幸町２丁目５番地 

徳島市都市建設部 住宅課 庶務係（住宅リフォーム支援事業担当） 

〔徳島市役所本庁舎４階〕 

電話：（０８８）６２１－５２８５ 

 


